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第 3 節 開発行為の制限 

 

（追加） 

 

 

目

次 

〔凡   例〕 

この手引きに使用した法令名の略語は、次のとおりである。 

 法 ：都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

政 令：都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号） 

省 令：都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令 49 号） 

市規則：出雲市都市計画法の施行に関する規則（平成 22 年出雲市規則第 15

号） 

盛土規制法：宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

盛土規制法政令：宅地造成及び特定盛土等規制法政令（昭和 37 年政令第 16 

号） 

盛土規制法省令：宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37 年建設

省令第 3 号） 

盛土規制法県規則：島根県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和 7

年島根県規則第 70 号） 

目

次 

〔凡   例〕 

この手引きに使用した法令名の略語は、次のとおりである。 

 法 ：都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

政 令：都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号） 

省 令：都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令 49 号） 

市規則：出雲市都市計画法の施行に関する規則（平成 22 年出雲市規則第 15

号） 
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表 1.1 都市計画区域等の決定状況 

令和 7 年 11 月 1 日現在 

市町名 

行 政 区 域 

面積 

(ha) 

都 市 計 画 

区 域 面 積 

(ha) 

決 定 年 月 日 

当 初 最終変更 

出雲市 62,432 31,435 S9.4.2 H20.4.1 
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表 1.1 都市計画区域等の決定状況 

令和 5 年 9 月 1 日現在 

市町名 

行 政 区 域 

面積 

(ha) 

都 市 計 画 

区 域 面 積 

(ha) 

決 定 年 月 日 

当 初 最終変更 

出雲市 62,432 31,435 S9.4.2 H20.4.1 
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6 

４．盛土規制法のみなし許可等 

（盛土規制法第 15 条第 2 項、第 34 条第 2 項、第 27 条第 5 項） 

 

開発許可を受けて行う開発行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（通称、

盛土規制法）の許可を要する規模に該当する場合、当該開発行為は盛土規制

法の許可を受けたものとみなされる（以下、「盛土規制法のみなし許可」と

いう。）ため、当該開発行為に係る手続及び規制については、都市計画法の

規定のみならず、盛土規制法の規定も適用されることとなる。 

また、開発行為が盛土規制法第 27 条第１項の届出を要する規模の場合、開

発許可を申請することで盛土規制法の届出をしたものとみなされることと

なり、当該開発行為に係る手続等については同様の取扱いとなる。 

 

 
 

 

6 

（追加） 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

第 15 条第２項 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成

又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市

計画法第 29 条第１項又は第２項の許可を受けたときは、当該宅地造成

又は特定盛土等に関する工事については、第 12 条第１項の許可を受け

たものとみなす。 

第34条第2項 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等につ

いて当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法第 29条第１項又は

第 2 項の許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事について

は、第 30 条第１項の許可を受けたものとみなす。 

 

第27条第5項 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等につ

いて都市計画法第 29 条第１項又は第 2 項の許可を申請したときは、当

該特定盛土等に関する工事については、第１項の規定による届出をし

たものとみなす。 
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開発許可制度の手引き（事務編） 新旧対照表 

 

改 正 後（令和７年１１月版） 改 正 前（令和７年８月版） 

 

＜盛土規制法のみなし許可に該当する開発行為の取扱い（主なもの）＞ 

〇 盛土規制法に基づく手続 

・盛土規制法の規定により、中間検査や定期報告、完了後の保全義務等の対

象となる。 

〇 都市計画法第 33条第１項第 7号の基準への適合 

・都市計画法の規定により、盛土規制法の技術的基準への適合が必要となる。 

〇 都市計画法第 33条第１項第 12号、第 13号の適用拡大 

・都市計画法の規定により、自己居住用又は１ha 未満の自己業務用であっ

ても申請者の資力・信用及び工事施行者の能力の基準に適合が必要となる。 

〇 是正措置及び罰則の適用 

・都市計画法の是正措置と罰則のほか、盛土規制法の是正措置と罰則も適用

される。 
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改 正 後（令和７年１１月版） 改 正 前（令和７年８月版） 

7 

参考：開発許可における盛土規制法の該当・非該当確認フロー 

 

7 

（追加） 
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11 

～ 

12 

⑶ 蓄電所（系統用蓄電池）の取り扱い 

蓄電所（系統用蓄電池）とは、一般的にはリチウムイオン電池などを格納

した専用コンテナを設置し、電気を蓄えておくための施設であり、その開発

許可の要否については、次のとおりとする。なお、関係法令（建築基準法、

電気事業法）の適用については、事業者において所管行政庁に確認すること。 

①  建築物に該当するか 

    蓄電所が建築物に該当する場合で、開発区域が許可を要する規模以

上の場合は、開発許可を要する。（図 2.1）なお、専用コンテナ（※）

を複数積み重ねない場合は、建築物に該当しないものとして取り扱う。 

 

※専用コンテナ・・・土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コ

ンテナのうち、蓄電池その他蓄電池としての機能を果たすため必要と

なる設備及びそれらの設備を設置するための空間その他の蓄電池とし

ての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼

働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入

らないもの。（蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱

いについて（技術的助言）（平成２５年３月２９日国住指第４８４６

号）） 

 

②  第一種特定工作物に該当するか 

蓄電所が第一種特定工作物に該当する場合で、開発区域が許可を要

する規模以上の場合は、開発許可を要する。なお、蓄電所において貯

蔵又は処理する危険物数量が建築基準法施行令第１３０条の９におい

て規定する「準住居地域」の数量を超えない場合は、第一種特定工作

物に該当しないものとして取り扱う。 

また、消防庁通知（令和６年 7 月 2 日消防危第２００号）基準を満

たす耐火性収納箱等に蓄電池を貯蔵する場合の危険物数量は、個々の

蓄電池に貯蔵される数量で判断する。なお、基準を満たさない収納箱

等を複数設置する場合は、個々の蓄電池に貯蔵される数量を合算し判

断する。 

 

例） 危険物が第二石油類非水溶性液体の場合、数量が５，０００リッ

9 

（追加） 
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改 正 後（令和７年１１月版） 改 正 前（令和７年８月版） 

トルを超えると危険物となり、第一種特定工作物として取り扱う。（Ａ

／２＝１，０００×１０÷2） 

 

③  令第２１条第１４項の取り扱い 

  建築物又は第一種特定工作物に該当する場合であっても、蓄電所が

「一般送配電事業」「送電事業」「配電事業」「特定送配電事業」「発電

事業」の用に供する電気事業法第２条第１項第１８号に規定する電気

工作物を設置する施設である場合は、開発許可は不要である。 

 

12 

図 2.1 蓄電所（系統用蓄電池）の開発許可要否 

 

 

10 

（追加） 
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26 

③ 設計者の資格（法第 31 条及び盛土規制法第 13 条第 2 項・第 31 条 

第 2 項） 

開発区域の面積が 1ha 以上の開発行為についての設計図書は、表 3.4 の資

格を有する者が作成したものでなければならない。 

また、開発区域の面積に関わらず、盛土規制法のみなし許可に該当する

場合は法第 33 条第 1 項第 7 号の規定により盛土規制法の技術的基準等に適

合する必要があることから、高さ 5m を超える擁壁を設置や、盛土又は切土

をする土地の面積が 1,500m2 を超える土地における排水施設を設置がある

場合、それらの設計図書は表 3.5 の資格を有する者が作成したものでなけれ

ばならない。 

 

23 

③ 設計者の資格（法第 31 条                   

 ） 

開発区域の面積が 1ha 以上の開発行為についての設計図書は、次の資格を

有する者が作成したものでなければならない。 

                                                                  

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

           

 

 

26 

～

27 
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～ 

30 
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33 

表 3.7 開発行為許可申請書に添付すべき設計図書等及びこれに明示すべき事項 

 

 

28 

表 3.6 開発行為許可申請書に添付すべき設計図書等及びこれに明示すべき事項 
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36

～

37 

⑶  許可標識の掲示（市規則第 8条及び盛土規制法第 49条） 

開発許可を受けた者は、その工事の期間中工事現場の見やすい場所に、

市規則第 14 号の開発許可標識を掲示しなければならない。 

なお、盛土規制法の許可や届出を要する規模に該当する場合は、盛土規

制法のみなし許可（届出）対象となり、市規則様式第 14 号のほかに、宅

地造成及び特定盛土等規制法施行規則様式第二十三又は様式第二十四の

許可標識を掲示しなければならない。 

 

30 

⑶  許可標識の掲示（市規則第 8条          ） 

開発許可を受けた者は、その工事の期間中工事現場の見やすい場所に、

市規則第 14 号の開発許可標識を掲示しなければならない。 

                                 

                                                     

                                 

                  

 

37 

～

38 

６．盛土規制法に基づく中間検査（盛土規制法第 18 条及び第 37 条）、

定期報告（盛土規制法第 19 条及び第 38 条）  

 

⑴ 中間検査 

盛土規制法のみなし許可となる開発許可のうち、以下の規模を超

え、特定工程（※）を含む場合、当該特定工程に係る工事を終えたと

きは、４日以内に盛土規制法省令別記様式第 13 により中間検査を申

請しなければならない。なお、申請にあたっては、開発許可権者では

なく、盛土規制法許可権者へ申請する必要があることに留意する。 

また、特定工程後の工程に係る工事は、盛土規制法許可権者が中間

検査合格証を交付した後でなければ行えない。 

① 盛土で高さ２m 超の崖が生じるもの 

② 切土で高さ５ｍ超の崖が生じるもの 

③ 盛土と切土を同時に行って、高さ５ｍ超の崖が生じるもの（①、

②を除く） 

④ 盛土で高さ５ｍ超となるもの（①、③を除く） 

⑤ 盛土又は切土の面積３，０００㎡超となるもの（①～④を除く） 

※特定工程：盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施

設を設置する工事の工程 

 

⑵ 定期報告 

盛土規制法のみなし許可となる開発許可のうち、以下の規模を超え

るものについては、許可があった日から３カ月ごとに盛土規制法県規

則様式第 15 号の定期報告書を提出しなければならない。なお、提出

31 

（追加） 
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改 正 後（令和７年１１月版） 改 正 前（令和７年８月版） 

にあたっては、開発許可権者ではなく、盛土規制法許可権者へ提出す

る必要があることに留意する。 

① 盛土で高さ２m 超の崖が生じるもの 

② 切土で高さ５ｍ超の崖が生じるもの 

③ 盛土と切土を同時に行って、高さ５ｍ超の崖が生じるもの（①、

②を除く） 

④ 盛土で高さ５ｍ超となるもの（①、③を除く） 

⑤ 盛土又は切土の面積３，０００㎡超となるもの（①～④を除く） 

 

42 

⑴ 技術基準の適用関係 

自己居住用、自己業務用、非自己用の開発行為の区分により、適用

される基準が異なっている。（削る） 

自己居住用の開発行為は、適用する基準が限定されているが、これ

は自己居住用の開発行為にあっては周辺への影響だけをチェックす

れば足り、給水施設とか道路等の公共施設は当然に自ら整備すべきも

のと考えられたからである。詳細は、開発許可制度の手引き（技術編）

を参照のこと。 

また、盛土規制法のみなし許可に該当する場合は、盛土規制法に基

づく技術的基準にも適合する必要があることに留意する。 

 

⑵ 技術基準の概要 

法第 33 条、政令第 23 条の 2 から第 29 条まで及び省令第 20 条から

第 27 条までに定めるもののほか、出雲市の定める基準（別冊技術編

参照）による。 

     (削る)  

33 

⑴ 技術基準の適用関係 

     自己居住用、自己業務用、非自己用の開発行為の区分により、適用

される基準が異なっている。（表 4．1） 

自己居住用の開発行為は、適用する基準が限定されているが、これ

は自己居住用の開発行為にあっては周辺への影響だけをチェックす

れば足り、給水施設とか道路等の公共施設は当然に自ら整備すべきも

のと考えられたからである。                  

        

                                  

                           

    

⑵ 技術基準の概要 

法第 33 条、政令第 23 条の 2 から第 29 条まで及び省令第 20 条から

第 27 条までに定めるもののほか、出雲市の定める基準（別冊技術編

参照）による。 

なお、法律、政令及び省令による基準の概要は、表 4. 2 のとおり

である。 
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（削 除） 

34 
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42 
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⑹ 盛土規制法のみなし許可に該当する場合、盛土規制法の許可制度の

対象となることから、許可取消し以外の盛土規制法第 20 条又は第 39

条に基づく監督処分の対象にもなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

（追加） 


